様式第２号（第４条関係）

（平20.3.25・平21.6.2決裁・一部改正）

仮設テント賃貸借契約書

１　賃貸物件　　　　　釜石市鈴子町39番５

　　　　　　　　　　　仮設テント（附帯設備を含む）

２　賃貸借の期間　　　年　月　日　時　分から　年　月　日　時　分まで

３　賃　　　　料　　　　　　　　　　　　円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

上記について、賃貸人釜石市（以下「甲」という。）と賃借人　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、仮設テントの使用について、別記条項により賃貸借契約を締結する。

　この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各１通を保有する。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　甲　　　釜石市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　釜石市長　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　乙　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

別記

（平17.8.8・平20.3.25・平21.6.2決裁・一部改正）

　（賃料の納付時期）

第１条　賃料は、本契約締結後15日以内に納付するものとする。

　（賃料の還付）

第２条　既納の賃料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、納付額

　　の全額又は一部を還付することができる。

（1） 災害その他乙の責めに帰すことのできない理由により利用することができなくなったとき。

（2） 甲が管理上、特に必要があると認め、利用を取り消したとき。

　（転貸等の禁止）

第３条　乙は、他の者に契約物件の全部又は一部を転貸し、若しくは賃借権を譲渡してはならない。

　（契約の解除）

第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、契約を解除することができる。

（1） 公序良俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認めたとき。

（2） 契約物件をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

２　前項の場合において、乙又は関係者に損害を生ずることがあっても甲はその責を負わない。

（損害賠償）

第５条　利用者が、仮設テントをき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

（賃貸物件の返還）

第６条　乙は、賃貸借期間が満了し、又は契約を解除されたときは、契約物件を原状に回復し直ちに甲に返還しなければならない。

（雑則）

第７条　この契約書に定めのない事項については、シープラザ遊管理運営要綱（平成11年６月21日決裁）によるものとする。

